
 

【統-1】［経営の一体化（垂直統合）］ 

大阪広域水道企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 大阪府 

(2）事業体名 大阪広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 

(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 28 年４月～平成 31 年４月（３年間） 

(6）広域連携前の事業体等 ２市４町１企業団 

泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、

大阪広域水道企業団 

※ ただし、能勢町は令和６年４月から統合 

(7）直近の認可 事業区分 泉南水道事業 阪南水道事業 豊能水道事業 

目標年度 令和 10 年度 令和 10 年度 令和 10 年度 

計画給水人口 61,500 人 54,000 人 19,300 人 

計画一日最大給水量 21,920m3/日 19,210m3/日 6,830m3/日 

事業区分 忠岡水道事業 田尻水道事業 岬水道事業 

目標年度 令和 10 年度 令和 10 年度 令和 10 年度 

計画給水人口 16,800 人 9,000 人 15,400 人 

計画一日最大給水量 6,030m3/日 3,690m3/日 7,370m3/日 

事業区分 水道用水 

供給事業 

  

目標年度 令和２年度   

計画給水人口 -   

計画一日最大給水量 1,710,000 

m3/日 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携の計画 

・ 大阪府域の水道事業については、人口減少等に伴う水需要・料金収入の減少をはじめ、老

朽化した施設の更新・耐震化やベテラン職員の大量退職に伴う技術継承への対応など、様々

な課題に直面している。このため、府域では、将来にわたり安全・安心な水道水を安定的に

供給するため、大阪府が策定した「大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョン）」に基

づき、府域の水道事業の効率化や運営基盤の強化につながる「広域化」（市町村水道事業との

連携拡大や統合）を推進し、当企業団を核とした「府域一水道」（大阪市を含む府内の全市町

村との水道事業統合）を目指しているところである。 

・ 広域化の推進に当たっては、これまで災害用備蓄水の共同製作、水質管理業務の共同化と

いった「業務の共同化」など連携に取り組みやすい分野から順次取組を進めてきた。 

・ 次に「経営の一体化」として、市町村水道事業との統合に向けた検討・協議を進め、現在

では、平成 29 年４月から、四條畷市、太子町、千早赤阪村の各水道事業、平成 31 年４月か

らは、泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町の各水道事業を企業団が引き継ぎ、

計９団体の水道事業を担っている。 

図１ ７事業体（能勢町含む）の位置図 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 
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2.2 広域連携の実績 

・ 当初計画に基づき、統合した各水道事業の施設整備を実施中である。 

・ 施設の最適配置（統廃合を含む。）についても、計画どおり進捗している。 

 

3 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 企業団の技術力・組織力を活用し、統合団体の水道施設及び水運用について俯瞰的に調査

を行い、施設能力に余裕のある施設、集中監視制御設備等の個別に保有している施設の統廃

合に加え、水道用水供給事業の用地活用や送水圧力の有効利用制度を考慮して効率的な施設

整備を検討する。 

・ また、企業団の現計画との整合についても考慮し検討する。 

 

3.2 計画の概要 

・ 施設整備計画については、施設の更新及び統合後の施設の最適配置に分けて検討した。 

・ 施設の更新については、アセットマネジメントの考え方に基づき適切な期間（更新基準年

数）で更新するとともに更新時のダウンサイジングを考慮し計画を策定した。 

・ 具体的な計画の概要は表１及び図２～６参照。また、スケジュール（計画）は、図７に示

す。 

 

表１ 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

施設区分 計画の概要 

遠方監視制御施設 泉南・阪南・忠岡・田尻・岬：整備により一元化 

豊能・能勢：整備により一元化 

送水施設（ポンプ場） 統合前：28箇所→統合後：22 箇所（廃止６箇所） 

送水管 統合前：０km→統合後：φ100～300×6.2km 

配水池又は配水場 統合前：50箇所→統合後：44 箇所（廃止６箇所） 

配水管 統合前：φ250×0.2km→統合後：φ150～350×2.2km 

（能勢町の単独の施設は統合前後に含まない） 
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図３ 施設整備計画図（忠岡町） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 施設整備計画図（泉南市・田尻町） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」  
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図６ 施設整備計画図（能勢町） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 
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図７ スケジュール（計画） 

（出典）「大阪広域水道企業団と泉南市・阪南市・豊能町・能勢町・忠岡町・田尻町・岬町との 

水道事業の統合に向けての検討、協議 統合案（平成 30年３月修正）」 

  

 

3.3 検討手法 

・ 施設整備に係る計画水量については、水需要予測を行い決定している。 

・  人口の予測については、大阪府における直近の人口増減の傾向を反映させた「大阪府の将

来推計人口の点検について（平成 26 年３月推計 大阪府政策企画部）」を用いて「日本の地

域別将来推計人口（平成 25 年３月推計 国立社会保障・人口問題研究所）」における市区町

村別人口比を乗じて算出している。 

・ 水需要については、用途別に分類し近年 10 年間の実績を基に時系列分析によって将来水

量を各々予測し、有収水量を算出し計画一日平均給水量、一日最大給水量を算出している。 

・ 施設整備計画については、施設の更新及び統合後の施設の最適配置に分けて検討している。 

・ 施設の更新については、アセットマネジメントの考え方に基づき適切な期間（更新基準年

数）で更新するとともに更新時のダウンサイジングを考慮し計画を策定している。 

・ また、統合後の施設の最適配置については、「3.1 計画の方針」で記載したとおりである。 

・ 経営シミュレーションについては、直近の予算値、決算値を用いて単独経営及び統合の場

合の２ケースを行っている。施設整備費用については、施設整備計画により算出したものに

加え国交付金についても考慮している。 
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・ 単独経営と統合の場合の経営シミュレーションを比較検証した結果、統合した場合は将 

来の水道料金の値上げ抑制ができることが見込まれ、さらには、「事業費の低減」、「維持管理

費の低減」、「国交付金」等の統合に伴う効果額についても確認できた。 

 

 

 

3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

統合に伴い、各種システム（監視制御システム、料金システムなど）については一元化を

進めることを計画しているが、それぞれの水道事業のシステムの耐用年数や運用方法に違い

があることから、統合した後も引き続き検討を重ねているところである。 

 

3.5 計画変更の方針及び概要 

該当事項は特になし 

 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水需要予測 ・人口推計 ：「大阪府の将来推計人口の点検について」を用

いて「日本の地域別将来推計人口」における市

区町村別人口比を乗じて算出 

・水需要予測：時系列傾向分析により予測 計画一日平均給水量、計画 

一日最大給水量の算定 

・施設の更新及び統合後の施設の最適配置に区分して検討 施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合後、単独経営の場合で実施し、比較 
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4 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果（計画策定時） 

 

ａ）経営の一体化による事業費削減（費用削減効果） 

項 目 内  容 

算定期間 平成 27 年４月～令和 37 年（平成 67年）３月（40 年） 

算定手法 アセットマネジメント簡易支援ツールを用いたシミュレーショ

ン 

※今後 40 年間の市町村水道の事業費について、単独経営と統合

時の財政計画シミュレーションを実施し、その差分を効果として

算定。 

更新事業費は施設整備計画で検討した最適配置（アセットマネ

ジメント及びダウンサイジング）に基づき算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 6.7％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）経営の一体化による事業費削減（費用削減効果） 

項 目 内  容 

算定期間 平成 27 年４月～令和 37 年（平成 67年）３月（40 年） 

算定手法 アセットマネジメント簡易支援ツールを用いたシミュレーショ

ン 

※今後 40 年間の市町村水道の事業費について、単独経営と統合

時の財政計画シミュレーションを実施し、その差分を効果として

算定。 

維持管理費は原則、平成 27 年度の決算値を採用するが、施設

の統廃合等による動力費、委託費等の増減を考慮する。 

効果算定 

対象費目 

維持管理費 

評価結果 9.4％ 

※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｃ）企業団の技術力・組織力を活用した非常時対応の発揮（定性的効果） 

ｄ）人員の適正配置による技術継承問題の解消（定性的効果） 

ｅ）技術管理者を中心とした専門技術職による確実な事業運営（定性的効果） 

ｆ）水源から蛇口までの総合的な水質管理（定性的効果） 

ｇ）新規サービスの導入等によるお客様サービスの維持・向上（定性的効果） 
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4.2 広域連携により生み出される効果（計画変更時） 

該当事項は特になし 

 

5 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 

 

6 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と泉

南市・阪南市・豊能町・

能勢町・忠岡町・田尻

町・岬町との水道事業の

統合における施設の最適

配置の検討 

日野 孝彦 

(大阪広域水

道企業団) 

令和元年度全国

会議（水道研究

発表会）講演集 

pp.140-141 統-1 

大阪広域水道

企業団 

大阪広域水道企業団と泉

南市、阪南市、豊能町、

能勢町、忠岡町、田尻

町、岬町との水道事業の

統合に係る検討、協議－

統合によるメリットの検

討手法－ 

辻中 孝信 

(大阪広域水

道企業団) 

平成 30 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 

pp.108-109 統-1 
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【統-2】［経営の一体化（垂直統合）］ 

田川広域水道企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 福岡県 

(2）事業体名 田川広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 ※最終形は事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年８月～平成 31 年３月（10 年８カ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １市３町１企業団 

田川市、川崎町、糸田町、福智町、田川地区水道企業

団 

(7）直近の認可 
事業区分 

田川市 

水道事業 

川 崎町

水道事業 

糸田町

水道事業 

福智 町

水道事業 

水道用水 

供給事業 

目標年度 令和 18 年度 令和 18 年度 令和 18 年度 令和 18 年度 平成１７年度 

計画給水人口 48,200 人 15,700 人 8,350 人 21,900 人 108,300 人 

計画一日最大給水量 23,900m3/日 9,600m3/日 3,820m3/日 11,500m3/日 25,700m3/日 

 

 

図１ 位置図  
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 田川地域の水道事業（田川市、川崎町、糸田町及び福智町）においては、昭和 30 年代に建

設した施設の多くが経年劣化による更新時期を迎え更新需要が増大しており、また、水需要

が減少している現在では使用効率の低下がみられる。さらに水道を取り巻く環境から、今後

は料金収入の減少は確実な状況となっており、経営は一層厳しくなることが予想されている。 

・ 田川地域の水道事業が共通して抱えるこれらの課題を解消し、安全でおいしい水の安定供

給を図り、将来にわたり健全な水道経営を持続していくためには、田川地域の水道が一体と

なって地域全体を俯瞰した総合的な戦略を立てた上で、水道事業等の広域化（事業統合）を

行い、計画的かつ効率的に事業経営を行っていくことが重要であり、このような共通認識の

もとで広域化の検討を進めてきた。 

・ 水道施設の統廃合については、浄水場は、現企業団浄水場と新設する浄水場の２浄水場に

集約し、施設の再構築を行う。現企業団浄水場の水源は、現状の伊良原ダム表流水とするが、

新設浄水場の水源は、田川市と川崎町の水源を利用する。 

・ スケジュールとしては、次のとおりである。 

平成 31 年４月 用水供給事業と４水道事業の経営の一体化 

令和５年 ４月 事業統合予定（企業団による末端給水の実施） 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

企業団設立初年度であるため、当初計画からは変更なし。 
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3 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 田川地域の水道事業を取り巻く環境の変化に対応しつつ、安全でおいしい水の安定供給を

図り、将来にわたり健全な水道経営を持続していくため、水道事業等の広域化（事業統合）

を行い、水道施設の統廃合を行う。 

・ 浄水場ついては、現企業団浄水場と新設する浄水場の２浄水場に集約し、施設の効率化を

図る。現企業団浄水場の水源は、現状の伊良原ダム表流水とするが、新設浄水場の水源は、

田川市と川崎町の水源を利用する。 

・ それ以外の水源及び浄水場は、事業統合とともに廃止の予定である。 

 

3.2 計画の概要 

・ 施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２～図３参照） 

施設区分 計画の概要 

水源及び取水施設 統合前 15 箇所→統合後５箇所（△10 箇所） 

導水管 統合前φ75～1000×44.7km→統合後φ300～1000×14.1km（△30.6km） 

浄水場 統合前 13 箇所→統合後２箇所（△11 箇所） 

送水管 統合前φ50～1000×117.1km→統合後φ300～1000×59.2km（△57.9km） 

送水施設 

(ポンプ場） 

調整池  統合前１箇所→統合後２箇所（１箇所） 

ポンプ場 統合前０箇所→統合後１箇所（１箇所） 

配水池または 

配水場 
配水池 統合前 36 箇所→統合後 27 箇所（△９箇所） 

配水管 統合前φ13～400×820.7km→統合後φ13～400×820.7km（△０km） 

連絡管 統合前０km→統合後φ800×1.0km（1.0km） 
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図２ 事業統合後の新水道システム 

（出典）田川地域水道事業経営戦略（平成 29 年６月） 
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図３ 事業統合後の主要施設位置図 

（出典）田川地域水道事業経営戦略（平成 29 年６月） 
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3.3 検討手法 

・ 企業団とその構成団体による事業統合を軸とする中長期的な経営戦略を策定し、施設の統

廃合及び再構築の検討を実施。 

・ 中長期的な水需要予測（計画期間 20 年間）を行い、事業規模（計画給水量、更新需要等）

の見通しを予測。人口推計は平成 18 年度から平成 27 年度の人口実績をもとに時系列傾向分

析を行い、国立社会保障・人口問題研究所による予測と比較し設定。水需要の推計は平成 18

年度から平成 27 年度の給水量実績をもとに、主に時系列傾向分析により用途別に将来の有

収水量を予測し、これらの総和をもとに計画一日給水量、計画一日最大給水量を算定。  

・ 施設整備については、新浄水場系の平成 35 年度の供用開始を目指し、水需要予測結果に基

づき施設規模を設定。浄水場は現企業団浄水場と新設する浄水場の２浄水場に集約、水源は

現企業団の伊良原ダム表流水と新設浄水場系の５水源（予備１水源を含む。田川市と川崎町

の既設水源を利用。）とし、概算更新事業費を算定。 

・ 企業団および構成市町について、事業統合および事業体毎に事業経営を継続した場合を財

政シミュレーションにより比較検討を行い、経済効果、水道料金の見通しを予測。 

 

 

 

 
 

3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 

 

3.5 計画変更の方針及び概要 

統合初年度であるため、当初計画からは変更なし。 

 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 

 

 

  

水需要予測 ・人口推計 ：時系列傾向分析を行い、国立社会保障・人

口問題研究所による予測と比較 

・水需要予測：主に時系列傾向分析により用途別に将来の

有収水量を予測 計画一日平均給水量、計画 

一日最大給水量の算定 

・水需要予測結果に基づき施設規模を設定 施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・事業統合および事業体毎に事業経営を継続した場合を

比較検討 

経営戦略策定 ・企業団と構成団体の事業統合を軸に策定 
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4 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年度～平成 48 年度（20 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後及び単独経営を

継続した場合における更新需要を算定し、その差分を経済

効果として算定。 

更新事業費：費用関数式等により算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 9.4％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）水道料金単価の抑制（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 29 年度～平成 48 年度（20 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後及び単独経営を

継続した場合における財政シミュレーションを行い、供給

単価を算定し、その差分を事業統合の効果として評価。 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費、その他(減価償却費、支払

利息、企業債償還元金) 

評価結果 14.9％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｃ）水質悪化・水量低下が進行する自己水源の廃止（定性的効果） 

ｄ）水道システム再構築による老朽化施設の早期かつ効率的更新（定性的効果） 

ｅ）拠点施設、管路に対する早期かつ効率的耐震化（定性的効果） 

ｆ）浄水場（新・旧の２系統）の相互融通によるバックアップ体制の確保（定性的効果） 

ｇ）施設の集約による運転及び維持管理の効率化（定性的効果） 

ｈ）組織力・技術力の強化、若手職員の育成環境の向上（定性的効果） 

ｉ）業務や使用するシステムの集約化・一元化による事務業務の効率化（定性的効果） 

 

4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

統合初年度であるため、該当事項は特になし 

 

 

5 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし  
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【統-3】［事業統合・経営の一体化（垂直統合）］ 

かずさ水道広域連合企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 千葉県 

(2）事業体名 かずさ水道広域連合企業団 

(3）広域連携の形態 経営の一体化 

(4）広域連携実現年月 平成 31 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 19 年４月～平成 31 年３月（12 年） 

(6）広域連携前の事業体等 ４市１企業団 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、君津広域水

道企業団 

(7）直近の認可 事業区分 水道事業 水道用水供給事業 

目標年度 令和 10 年度 令和７年度 

計画給水人口 321,500 人 － 

計画一日最大給水量 127,500m3/日 164,000m3/日 

 

 

図１ 位置図 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

・ 耐震性の低い老朽管の解消、水道事業を担う人材の確保、経営基盤の強化のため４市水道

事業と君津広域水道企業団が統合し、水平統合した４市水道事業と企業団で行っていた水道

用水供給事業の２事業を広域連合で行うものである。 

・ 計画期間は 20 年間とし、施設規模、財政シミュレーションを行うため水需要予測を行い、

統廃合事業に配慮した水源計画、統廃合事業や管路・設備の更新等などの施設計画を立てた

うえで、業務量に応じた職員数を設定して、財政計画を作成するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 統合後の事業形態イメージ 

（出典）「君津地域水道事業統合広域化基本計画 概要」 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

統合初年度のため、該当事項は特になし 

 

 

3 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

・ 施設数の減による維持管理費及び更新費用の削減並びに配水池の整備による耐震性能の向

上を図るため、配水区域の統廃合を行うものである。 

 ・ 統廃合計画は、４市内の６区域で、効率化のため水源を地下水から表流水に転換するもの

としている。 

  ➢ 上烏田、久保、北子安、上飯野配水区域の統廃合：水源 12 ヵ所、施設２ヵ所の廃止 

  ➢ かずさ、俵田配水区域の統廃合：水源２ヵ所、施設１ヵ所の廃止 

  ➢ 北部調整池からの直接配水：水源６ヵ所、施設２ヵ所の廃止 

  ➢ 宝竜寺受水槽（用途変更）からの配水：水源６ヵ所、施設２ヵ所の廃止 

  ➢ 受水地点の追加：水源３ヵ所、施設１ヵ所の廃止 

  ➢ 伊豆島、吉野田配水区域の統廃合：施設１ヵ所の廃止 
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3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画、計画スケジュールは次の通りである。（詳細は図３参照） 

施設区分 計画の概要 

水源（ダム、地下水等） 統合前：65箇所 → 統合後：36 箇所（△29箇所） 

浄水場 統合前：20箇所 → 統合後：14 箇所（△６箇所） 

配水池または配水場 統合前：11箇所 → 統合後：９箇所（△２箇所） 

送水施設（ポンプ場） 統合前：64箇所 → 統合後：63 箇所（△１箇所） 

導水管 統合前：φ75～1000、94.0km → 統合後：φ75～1000､92.1km（△1.9km） 

送水管 統合前：φ50～1000、158.7km → 統合後：φ50～1000､142.2km（△16.5km） 

配水管 統合前：φ50～700、2695.9km → 統合後：φ50～700､2700.4km（4.5km） 

連絡管 統合前：０km→統合後：φ75～600､4.7km（4.7km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 施設統廃合計画の位置図 

（出典）「君津地域水道事業統合広域化基本計画（平成 29年 10 月）」（一部加筆） 

□ 計画期間 

１）R1～R10   

２）R1～R10   

３）R11～R23   

４）R6～R20   

５）R20～R21   

６）R5～R8 
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3.3 検討手法 

計画期間を平成 31 年度から 20 年間とし、コーホート要因法により水需要予測を行い、施設の

規模を決定する。表流水への転換を第一優先として、市間で隣接した区域の再編により施設の統

廃合の検討を行う。 

検討にあたっては、次のとおり実現可能性の判断基準を設定する。 

① 配水区域の統廃合の実現性の判断基準 

  水源の能力が充実していること（区域の需要が、地下水と転換した表流水で不足しない

こと） 

  配水池の容量が給水量 12時間分を確保できること（確保できない場合は、配水池を整

備する） 

  水圧を確保できること。 

② 相互融通による連絡管の整備の判断基準 

  隣接区域に主要配管（φ150）以上が整備されており、道路状況等により管路が接続可

能であること。 

  隣接区域付近の標高が同レベルであること。 

③ 受水地点の追加の検討基準 

  水道用水供給事業の施設から自然流下で送水できること。 

  水道用水供給事業の送水能力及び水源能力が確保されていること。 

 

以上の統廃合計画のほか、管路や施設の更新などをアセットマネジメントにより費用と時期を

設定した建設改良費を計上した財政収支計画を作成し、統合した場合と統合しない場合で比較を

行うものとした。なお、財政収支計画は、５年毎に料金改定時期を設定し、赤字が見込まれる場

合には料金改定するものとした。 

 

 
 

 

  

水需要予測 ・水需要予測：コーホート要因法 

 

計画一日平均給水量、計画 

一日最大給水量の算定 

・表流水への転換を第一優先として実現可能性の判断基

準を設定したうえで施設統廃合を検討 

施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・建設改良費を計上した財政収支計画を作成し、統合した

場合と統合しない場合で比較 
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3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

計画は、財政シミュレーションや組織のあり方など、包括的な統合広域化の検討の中での施設

統廃合計画であるため、事業費や行程など、改めて詳細な検討が必要である。 

 

3.5 計画変更の方針及び概要 

当初計画とおりの実施を予定。なお、初年度のため実績なし。 

 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

該当事項は特になし 

 

 

4 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合による費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～平成 51 年４月（20 年） 

算定手法 システムの統一、委託の拡大、人件費の削減等の効果を３

条費用の 20 年間の年平均削減額で比較 

効果算定 

対象費目 

その他(３条の費用（長期前受金戻入を除く）) 

評価結果 11.1％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）施設の統廃合による施設更新費用の軽減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～平成 51 年４月（20 年） 

算定手法 管、施設、設備などの更新対象に合わせて、過去実績や厚

生労働省で公表しているツールで費用を算出し、単独で全

てを更新する場合と統合により更新が不要になった場合の

事業費を比較 

効果算定 

対象費目 

建設改良費 

評価結果 3.9％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 
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ｃ）料金負担の軽減効果（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 31 年４月～平成 51 年４月（20 年） 

算定手法 算定した３条４条の費用を用いて財政収支計画を策定。 

収入にあたっては、５年間を料金算定期間として、５年間

で赤字等がでないように供給単価で料金を設定し、単独経

営と統合後の経営の場合で料金（供給単価）を比較。 

※評価結果は、平成 46 年～平成 50年の５年間の供給単価 

効果算定 

対象費目 

その他(水道事業に係る費用全て) 

評価結果 11.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

該当事項は特になし 

 

 

5 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 

 

6 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

かずさ水道広

域連合企業団 

かずさ水道広域連合企業

団の設立～君津地域の統

合広域化の検討について

～ 

小島 肇(か

ずさ水道広

域連合企業

団) 

水道 第 64 巻 

第 5 号  

pp.20-27 統-3 

かずさ水道広

域連合企業団 

君津地域の統合・広域化

について 

倉持 俊哉

(君津広域水

道企業団) 

水道 第 63 巻 

第 1 号 

pp.13-19 統-3 
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【統-4】［事業統合（垂直統合）］ 

香川県広域水道企業団 

 

1 基本情報 

(1）都道府県 香川県 

(2）事業体名 香川県広域水道企業団 

(3）広域連携の形態 事業統合 

(4）広域連携実現年月 平成 30 年４月 

(5）広域連携実現までに要した期間 平成 20 年 12 月～平成 30年３月（９年４ヶ月） 

(6）広域連携前の事業体等 １県８市８町１事務組合 

香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音

寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小

豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度

津町、まんのう町、小豆地区広域行政事務組合 

(7）直近の認可 目標年度 令和 10 年度 

計画給水人口 939,800 人 

計画一日最大給水量 386,700ｍ3/日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事業統合対象地域図 

（出典）「香川県水道広域化専門委員会報告書」（平成 23年３月） 
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2 広域連携の概要 

2.1 広域連携(計画)の内容 

広域水道施設整備として、県内の５ブロックにおいて水道施設等の維持・管理、運営等の効

率化により、水道事業の基盤を強化し、円滑な水融通を行うために必要な施設を整備する。ブ

ロックごとの整備概要は次のとおり。 

➢ 西讃ブロック 

   浄水場、給水区域等の統廃合に伴う施設整備を行う。 

➢ 中讃ブロック 

   浄水場、給水区域の統廃合に伴う施設整備を行う。 

➢ 高松ブロック 

   浄水場の統廃合に伴う施設整備を行うとともに、基幹浄水場間の原水連絡管、導水施設の

整備を行う。 

➢ 東讃ブロック 

   小規模浄水場の統廃合に伴い水源を集約するための導送水設備及び集約する浄水場の拡張

を行う。 

➢ 小豆ブロック 

   山間部にある小規模浄水場の廃止に伴う施設整備を行う。 

 

2.2 広域連携(実績)の内容 

事業統合直後であるため、当初計画からの変更なし 

 

 

3 施設の統廃合及び再構築計画の概要 

3.1 計画の方針 

統合前の事業体では、人口減少に伴う水道収益の減少、経年劣化が進む水道施設の更新、渇

水や地震等の災害への対応、技術継承など個々で対応することが難しい課題を抱えていたこと

から、統合後の施設整備においては、それらの課題を広域的な見地から克服するための広域水

道施設整備と経年施設更新整備を行う。 

・ 広域水道施設整備 

➢ 水道施設等の維持・管理、運営等の効率化により、水道事業の基盤を強化し、円滑な水

融通を行うために必要な施設を整備する。 

➢ 香川用水及び県内自己水源は、水利権水量の範囲内で、効率的に活用する。 

➢ 施設能力や配水区域等において、合理的かつ経済的と考えられる施設は継続して運用し、

統合等により整理できる施設は運用を休止又は廃止する。 

・ 経年施設更新整備 

➢ 更新需要のピーク時期や規模を踏まえ、施設区分ごとの状況を踏まえた更新基準を設定

し、重要度や優先度、事業の平準化等を考慮した更新整備を行う。 

➢ 統合等により整理できる施設は休止又は廃止する一方、運用する施設の機能を効率的に

活用することにより、更新需要を抑制する。 
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3.2 計画の概要 

施設の統廃合及び再構築計画は次の通りである。（詳細は図２参照） 

 

施設区分 計画の概要 

導水管 統合前φ150～φ800×216.6km→統合後φ150～φ800×256.0km（39.4km） 

浄水場 統合前 71箇所→統合後 38箇所 （△33 箇所） 

送水管 統合前φ75～φ900×589.5km→統合後φ75～φ900×651.8km（62.3km） 

連絡管 統合前φ400×1.0km→統合後φ400～φ600×6.4km（5.4km） 
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3.3 検討手法 

・ 計画期間における水需要予測を行い、計画規模を決定する。なお、人口推計はコーホート

要因法、水需要の推計は水需要量を用途別に分類し、各用途別有収水量の平成 18 年度から平

成 27 年度までの実績給水量のデータをもとに時系列傾向分析によって将来水量を各々予測

し、これらの総和をもとにして計画一日平均給水量、及び計画一日最大給水量を算定する。 

・ 施設整備計画の策定にあたっては、施設能力や配水区域等を勘案し、合理的・経済的な施

設は継続して運用し、整理できる施設は休廃止することを前提に検討する。 

・ 構成市町それぞれにおいて、広域統合（以降、統合）した場合と事業体ごとに事業経営を

継続した場合（以降 単独）を財政計画のシミュレーションにより比較検討し、経済効果を確

認する。 

 

 

 

3.4 計画検討の際に生じた課題及び対応策 

更新の考え方が整理されていなかったことから、将来の更新投資を的確に把握するために、

施設区分ごとの状況を踏まえた更新基準を設定することによって、より合理的な財政計画を作

成することとした。 

 

3.5 計画変更の方針及び概要 

これまで計画の変更は行っていないが、より効率的な施設整備のために必要となれば、計画

の変更を行う。 

 

3.6 実施の際に生じた課題及び対応策 

統合直後であるため、該当事項は特になし。 

 

  

水需要予測 ・人口推計 ：コーホート要因法 

・水需要予測：時系列傾向分析 

計画一日平均給水量、計画 

一日最大給水量の算定 

・施設能力や配水区域等を勘案し、合理的・経済的な施設

は継続して運用し、整理できる施設は休廃止することを前

提に検討 

施設の再構築計画の検討 

財政シミュレーション実施 ・統合した場合と統合しない場合で比較し経済効果を確

認 

138



139 
 

4 広域連携による効果 

4.1 広域連携により生み出される効果［計画策定時］ 

ａ）事業統合に伴う費用削減（費用削減効果） 

項 目 内   容 

算定期間 平成 30 年～平成 55年（26 年） 

算定手法 企業団及び構成市町において、事業統合後と単独経営を継続

した場合における財政計画シミュレーションを実施し、計画

目標年次までの建設改良費、維持管理費、人件費を算出し、

差分を経済効果として算定 

効果算定 

対象費目 

建設改良費、維持管理費、人件費 

評価結果 5.5％ 

      ※ 評価結果のプラス値は「削減」、マイナス値は「増高」を示す。 

 

ｂ）災害・事故時等の緊急時対応力強化（定性的効果） 

 

4.2 広域連携により生み出される効果［計画変更時］ 

統合直後であるため、該当事項は特になし 

 

5 その他特筆すべき事項 

該当事項は特になし 

 

6 参考資料 

事業体名 論文タイトル 著者※代表者のみ 

（所属） 

収集文献 ページ 

番号 

関連 

事例 

香川県広域水

道企業団 

香川県水道事業広域化に

伴う水質検査計画統一に

向けた取組－旧用水供給

事業の検査計画見直し－ 

久保 啓二

(香川県広域

水道企業団) 

令和元年度全国

会議（水道研究

発表会）講演集 

pp.150-151 統-4 

香川県広域水

道企業団 

香川県広域水道企業団に

おける積算業務システム

の検討と導入 

中尾 信博

（香川県広

域水道企業

団） 

平成 30 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 

pp.130-131 統-4 

香川県広域水

道企業団 

香川県広域水道企業団の

始動－業務の統一化と運

営基盤強化に向けた企業

団本部の役割－ 

金子 瞳(香

川県広域水

道企業団) 

平成 30 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 

pp.112-113 統-4 
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香川県広域水

道企業団 

香川県における水道事業

の広域化－県内一水道を

目指して－ 

遠藤 智義

（高松市上

下水道局） 

平成 29 年度全

国会議（水道研

究発表会）講演

集 

pp.174-175 統-4 

香川県広域水

道企業団 

香川県における水道広域

化の取組について 

高原 康(香

川県広域水

道事業体設

立準備協議

会事務局) 

水道 第 60 巻 

第 5 号  

pp.11-16 統-4 
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